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し、同項第３号ウ中「市・県民税課税（所得）証明書」を「市・県民税・森林環境税課税

（所得）証明書」に改める。  

 別表中亀田あけぼの会館の項、新津地区市民会館の項、西蒲区潟東健康センターの項、

老人デイサービスセンターの項、西川高齢者ふれあいセンターの項及び中之口高齢者支援

センターの項を削る。  

附 則  

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


